
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別会計・企業会計・財産区特別会計予算の概要 



【特別会計予算の概要】 
会  計  名 平成24年度予算額 平成23年度予算額 増減 

国民健康保険事業 ９，６８３，８８１千円 ９，５９５，６８６千円 ０．９％ 

事業勘定 ９，５１６，８５２千円 ９，４３１，６８８千円 ０．９％ 

診療所費 １６７，０２９千円 １６３，９９８千円 １．８％ 

住宅新築資金等貸付 ４９，３８２千円 ６２，３８６千円 △２０．８％ 
駐 車 場 事 業 ５０，５４５千円 ５２，２１５千円 △３．２％ 
介 護 保 険 事 業 ８，７１７，５４５千円 ８，２４１，９５０千円 ５．８％ 
農業集落排水事業 ２，９０１，２５１千円 ２，３５４，５９３千円 ２３．２％ 
公 共 下 水 道 事 業 ７６６，３６５千円 ７７１，３３３千円 △０．６％ 
浄 化 槽 事 業 ４０，９９１千円 ４５，３３０千円 △９．６％ 
サ ー ビ ス エ リ ア １３，６５０千円 １５，３２０千円 △１０．９％ 
市街地再開発事業 １，１０５，３９５千円 ３，８８２，７６１千円 △７１．５％ 

後 期 高 齢 者 医 療 １，００５，４９３千円 ９１６，５２６千円  ９．７％ 
合  計 ２４，３３４，４９８千円 ２５，９３８，１００千円 △６．２％ 
 

＜国民健康保険事業＞ 

国民健康保険法に基づき、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給

付を行っています。国民健康保険税や国庫支出金等により運営しています。 

また、医療機関の不十分な地域住民の健康保持のため山田診療所・阿波診療所・霧生診

療所を設置しています。 

 

＜住宅新築資金等貸付＞ 

同和地区の環境整備改善を図るため、同地区住民の住宅の新築等に必要な資金の貸付事

業を行っていましたが、現在では貸付は終了し、返済業務と資金貸付の原資として市が借

り入れた市債の償還を行っています。 

本年度は、繰上償還したことで公債費の規模が通常以上に縮小でき２０．８％の減とな

っています。 

 

＜駐車場事業＞ 

市が設置した11箇所の有料駐車場の円滑な運営と管理を行っています。 

 

＜介護保険事業＞ 

介護保険法に基づき、要介護認定を受けた方に対して、さまざまな介護サービスに関す

る給付を行っています。また平成18年度より地域包括支援センターを設け、介護予防に関

する事業も行っています。主に介護保険料と国庫負担金により運営しています。 

 

 



＜農業集落排水事業＞ 

農業用用排水及び公共用水域の水質保全、農業集落の生活環境改善を図るため、し尿及

び生活雑排水の処理にかかる集落排水施設の整備及び維持管理を行っています。 

本年度完了を目指す神戸地区、平成25年度完了を目指す依那古地区と花垣地区の集落排

水施設の整備事業が過渡期となる等のため、２３．２％の増となっています。 

 

＜公共下水道事業＞ 

地域の公共用水域の水質保全を図るため、下水道の整備や終末処理場の維持管理を行っ

ています。主に市街地の下水を排除・処理する「公共下水道」と、市街地以外の下水を排

除・処理する「特定環境保全公共下水道」があります。 

 

＜浄化槽事業＞ 

公共用水域の水質保全と生活環境の改善を図るため、青山地区の事業対象処理区域にお

いて、設置希望者からの申請により市が合併処理浄化槽を設置し維持管理を行っています。 

設置希望者からの工事分担金と国庫支出金及び市債により浄化槽を設置し、毎月の浄化

槽使用料により維持管理を行っています。 

 

＜サービスエリア＞ 

名阪国道を利用する人々の利便性の向上と、地域の特産物等を含む商工観光を広く啓発

するため、名阪国道下り線に設置された伊賀サービスエリアの管理・運営を行っています。 

サービスエリア内の食堂及び売店等の営業を委託した民間事業者より売上げの一定比率

を納入願い、市はその収入をサービスエリアの維持管理費に充てています。 

 本年度は、積立金が減ったことで１０．９％の減となっています。 

 

＜市街地再開発事業＞ 

平成19年度から新たに設置された特別会計です。都市再開発法に基づき市が施行する市

街地再開発事業の会計処理を行います。国庫支出金と一般会計からの繰入金、ハイトピア

伊賀の床処分に伴う収入により事業を実施しています。 

 本年度は、道路、駅前広場等の整備を行いますが、ハイトピア伊賀のビル建設事業を昨

年度に完了したため、７１．５％の減となっています。 

 

＜後期高齢者医療＞ 

 75 歳以上（65 歳以上で一定の障がいがあり、広域連合の認定を受けた者を含む。）の後

期高齢医療受給者の疾病又は負傷に対して必要な医療給付などを実施するための特別会計

です。 

 受給対象者から保険料の徴収などを行い、三重県後期高齢者医療広域連合に対し納付金

を支払い、医療給付などの事務を県下で一元化し運営しています。 

 

 



【企業会計予算の概要】 

会  計  名 平成24年度予算額 平成23年度予算額 増減 

病院事業 ４，０４１，３１２千円 ４，７６５，９９４千円 △１５．２％ 

収益的支出 ３，４００，５８９千円 ３，５４８，８１９千円 △４．２％ 

資本的支出 ６４０，７２３千円 １，２１７，１７５千円 △４７．４％ 

水道事業 ５，１０７，１４４千円 ４，８３４，３１３千円 ５．６％ 

収益的支出 ２，８１９，１３６千円 ２，８５２，９３５千円 △１．２％ 

資本的支出 ２，２８８，００８千円 １，９８１，３７８千円 １５．５％ 

合  計 ９，１４８，４５６千円 ９，６００，３０７千円 △４．７％ 
 

＜病院事業＞ 

伊賀市立上野総合市民病院を開設し、伊賀市の総合病院として市民の健康保持に必要な

医療を提供しています。 

収益的支出の主な内容は、医師、看護師などの給与費と医療にかかる材料費があります。 

資本的支出の主な内容は、医療器械の購入費と企業債の償還金があり、本年度は、耐震

補強工事が前年度で終了したため、４７．４％の減となります。 

 

＜水道事業＞ 

安全でおいしい水の安定供給を行うため、浄水施設の維持管理及び整備、老朽水道管の

更新、水道広域化の促進事業を行っています。 

収益的支出の主な内容は、浄水や給水にかかる人件費や維持管理経費、企業債の支払利

息などがあります。 

資本的支出の主な内容は、配水管更新事業や浄水施設整備、水道拡張等の建設改良費と

企業債の元金償還金があります。本年度は、水道広域化促進事業等にかかる経費が前年よ

り増えたため、１５．５％の増となります。 

 

【企業会計について】 

地方公共団体が経営する水道事業及び病院事業は、地方公営企業法に基づき、経理の方

法を企業会計により処理しています。よって、一般会計やその他の特別会計とは異なり、

当該年度の営業に関する収支（水道料金、診療報酬、人件費、物件費、材料費等）を「収

益的収支」、投資的な収支（企業債、出資金、建設費、企業債償還金等）を「資本的収支」

として、２本立ての予算が組まれています。 

また、損益計算書や貸借対照表等の財務諸表の作成が義務づけられています。 

 

 

 

 



【財産区特別会計予算の概要】 

会  計  名 平成24年度予算額 平成23年度予算額 増減 

島 ヶ 原 財 産 区 ２７，８８２千円 ２７，９６０千円 △０．３％ 

大 山 田 財 産 区 ７，０２３千円 ７，８８５千円 △１０．９％ 
合  計 ３４，９０５千円 ３５，８４５千円 △２．６％ 

 

＜島ヶ原財産区＞ 

島ヶ原財産区は、旧島ヶ原村が過去の災害を教訓として保全してきた山林等の管理造成

のために設置されています。主にゴルフ場への土地貸付収入により運営しています。 

財産区が所有する山林等は合計で約４１０ｈａあり、保安林２１６ｈａ、山林９１ｈａ、

雑種地など１０３ｈａで構成されています。 

 

＜大山田財産区＞ 

大山田財産区は、旧大山田村の住民を中心に保全、継承してきた「千歳の森」の管理造

成を行うため設置されています。主に土地貸付収入と独立行政法人「森林総合研究所」か

らの水源林造成事業の受託事業収入により運営します。 

財産区が所有する山林等は合計で約１９１ｈａあり、保安林１１８ｈａ、山林４９ｈａ、

原野２４ｈａで構成されています。 

 

【財産区について】 

財産区は地方自治法により法人格が認められた「特別地方公共団体」です。財産区の権

限は、財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止に限られ、市のように広範囲で事務を処

理することはできないとされています。また、市町村等は財産区の経費について会計を仕

訳けする必要があります。 

島ヶ原及び大山田財産区においては財産区の執行機関は市であり、議決機関は市議会で

すが、財産の管理又は処分に関する事項については、条例に基づき設置された「管理会」

の同意を得なければならないものがあります。 

 


